
　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

被
保
険
者
な
ら
び
に
ご
家
族
の
み
な
さ
ま
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
清
々
し
い
新
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
お

慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
日
頃
よ
り
当
健
康
保
険
組

合
の
事
業
運
営
に
つ
き
ま
し
て
多
大
な
ご
理
解
と
ご
協

力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
６
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
経
済
財
政
運
営
と

改
革
の
基
本
方
針
２
０
１
４
」（
骨
太
の
方
針
）
と
「
日
本

再
興
戦
略
改
訂
２
０
１
４
」
に
は
、
社
会
保
障
改
革
の
分

野
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
針
、
提
言
が
盛
り
込
ま
れ

ま
し
た
。
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
「
聖
域
な
く
見
直

し
、徹
底
的
に
効
率
化
・
適
正
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」

こ
と
が
示
さ
れ
、
健
保
組
合
等
の
保
険
者
に
対
し
て
給

付
の
効
率
化
・
適
正
化
、
保
険
者
機
能
の
強
化
や
疾
病

予
防
・
健
康
管
理
へ
の
取
り
組
み
強
化
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
新
た
に
個
人
や
保
険
者
に
対
す
る
健
康
・
予
防
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
の
付
与
等
の
検
討
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
健
保
組
合
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く

変
化
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
健
保
財
政
は
依
然
と

し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

健
康
保
険
組
合
は
、
現
行
の
高
齢
者
医
療
制
度
の
も
と

で
国
民
医
療
費
全
体
の
約
６
割
を
占
め
る
高
齢
者
医
療

費
を
「
現
役
世
代
か
ら
の
支
援
金
」
と
い
う
形
で
拠
出
し

て
い
ま
す
が
、
制
度
創
設
後
７
年
間
に
お
け
る
拠
出
額

は
実
に
20
兆
７
、０
０
０
億
円
に
も
の
ぼ
り
ま
す
。

　

こ
の
多
大
な
負
担
が
健
保
組
合
の
財
政
悪
化
の
最
大

の
要
因
で
あ
り
、
平
成
27
年
度
に
は
団
塊
世
代
全
員
が

前
期
高
齢
者
に
移
行
す
る
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
医
療
制

度
へ
の
拠
出
金
は
今
後
よ
り
一
層
重
く
な
る
こ
と
は
明

ら
か
で
す
。

　

こ
う
し
た
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
健
保

組
合
の
重
要
な
使
命
は
、
み
な
さ
ま
と
ご
家
族
の
健
康

づ
く
り
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

健
診
を
は
じ
め
と
す
る
保
健
事
業
を
中
心
に
み
な
さ
ま

の
健
康
寿
命
の
延
伸
を
図
り
な
が
ら
、
医
療
費
の
伸
び

を
抑
制
す
る
こ
と
が
健
保
組
合
の
存
在
意
義
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。
み
な
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
日
々
の

健
康
づ
く
り
と
適
正
受
診
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
使

用
に
よ
る
医
療
費
の
低
減
な
ど
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

　

結
び
に
、
こ
の
一
年
が
み
な
さ
ま
に
と
っ
て
実
り
多

き
年
と
な
り
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご

挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

健 保
だより
No. 2015 1
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お問い合わせ　業務課　TEL 03-6447-2513

平成26年12月診療分まで 平成27年1月診療分から

所得区分 自己負担限度額 所得区分 自己負担限度額

上位所得者
（標準給与月額
53万円以上）

150,000円＋
（総医療費－500,000円）×1％ ➡

標準報酬月額
83万円以上

252,600円＋
（総医療費－842,000円）×1％

標準報酬月額
53万円～79万円

167,400円＋
（総医療費－558,000円）×1％

一般所得者
（上位／

低所得者以外）
80,100円＋

（総医療費－267,000円）×1％ ➡

標準報酬月額
28万円～50万円

80,100円＋
（総医療費－267,000円）×1％

標準報酬月額
26万円以下 57,600円

低所得者
（住民税非課税） 35,400円 ➡ 低所得者

（住民税非課税） 35,400円

※差額ベッド代や健康保険で認められていない先進医療などの費用は、全額自己負担となり対象外です。

　

ご
本
人
や
ご
家
族
が
病
院
な
ど
で
受
診
（
入
院
・
外
来
）
し
た
際
に
支
払
う
自
己

負
担
額
が
高
額
と
な
っ
た
場
合
、
一
定
の
基
準
に
基
づ
い
て
計
算
し
た
自
己
負
担

限
度
額
を
超
え
た
額
が「
高
額
療
養
費
」と
し
て
、
後
日
、
健
保
組
合
よ
り
支
給
さ

れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め

「
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
交
付
申
請
手
続
き
を
行
い
、
病
院
な
ど
で
提

示
す
る
こ
と
で
、
当
日
、
窓
口
で
の
支
払
い
を
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
で
す
ま
せ

る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

平
成
27
年
１
月
診
療
分
か
ら
、
70
歳
未
満
の
方
の
自
己
負
担
限
度
額
が
変
更
さ

れ
ま
す（
別
表
）。
現
在「
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
」の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
も
、
有
効
期
限
は
平
成
26
年
12
月
31
日
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
平

成
27
年
１
月
以
降
も
交
付
を
希
望
さ
れ
る
方

は
申
請
書
の
ご
提
出
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

申
請
書
は
当
健
保
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.toubugom

ukenpo.or.jp

）

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

※ 

70
歳
以
上
の
方
に
つい
て
は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
健
康
保
険

被
保
険
者
証
」と「
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」を
医
療
機
関
の
窓
口

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平成27年1月以降、
「健康保険限度額適用認定証」が

必要な方は再交付の手続きが必要となります

高
額
療
養
費

「
自
己
負
担
限
度
額
」変更

70
歳
未
満
の
方
の
高
額
療
養
費

「
自
己
負
担
限
度
額
」が

平
成
27
年
１
月
診
療
分
か
ら
変
更
さ
れ
ま
す
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健
康
保
険
組
合
連
合
会
が
発
表
し
た「
平
成
26
年
度
健
保
組
合
予
算

早
期
集
計
結
果
の
概
要
」
に
よ
る
と
、
全
国
１
、４
１
０
組
合
の
経
常

収
支
差
引
額
は
３
、６
８
９
億
円
の
赤
字
と
な
り
、
高
齢
者
医
療
制
度

等
へ
拠
出
し
た
額
は
制
度
創
設
以
降
７
年
間
で
20
・
７
兆
円
に
も
及
ん

で
い
ま
す
。

　

国
民
皆
保
険
の
も
と
、
高
齢
者
の
医
療
費
を
現
役
世
代
が
支
援
し

て
い
く
こ
と
は
当
然
必
要
な
こ
と
で
す
。し
か
し
、現
行
の
し
く
み
は
、

そ
の
支
援
の
原
資
を
「
現
役
世
代
の
保
険
料
」
に
過
度
に
依
存
す
る
も

の
で
あ
り
、健
康
保
険
組
合
の
負
担
は
す
で
に
限
界
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

当
健
康
保
険
組
合
で
も
、
増
加
す
る
拠
出
金
負
担
の
捻
出
の
た
め
、

各
種
の
財
政
健
全
化
施
策
を
実
施
し
て
収
入
の
確
保
と
支
出
の
削
減

に
努
め
ま
し
た
が
、
26
年
度
は
そ
れ
で
も
な
お
約
４
億
円
※
の
赤
字

が
見
込
ま
れ
て
い
る
状
況
で
す
。

　

現
在
、
当
健
康
保
険
組
合
の
一
般
保
険
料
率
は
千
分
の
１
０
０
。

平
成
25
年
度
に
引
き
続
き
26
年
度
も
保
険
料
率
の
引
き
上
げ
を
行
っ

た
こ
と
で
、
中
小
企
業
の
従
業
員
や
そ
の
ご
家
族
が
加
入
す
る
都
道

府
県
単
位
の
「
協
会
け
ん
ぽ
」
と
同
じ
料
率
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
昨
年
は
財
政
検
討
委
員
会
を
設
置
し
、
事
業

の
見
直
し
お
よ
び
保
険
料
率
の
改
定
も
含
め
た
健
保
財
政
の
検
討
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

健
康
保
険
組
合
は「
皆
保
険
制
度
の
維
持
・
発
展
」に
向
け
、
今
後
も

さ
ま
ざ
ま
な
医
療
費
適
正
化
施
策
の
推
進
に
取
り
組
む
所
存
で
す
。

な
に
と
ぞ
ご
理
解
い
た
だ
き
、
医
療
費
の
節
減
・
適
正
化
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
26
年
度
予
算
数
値

事
業
主
・
被
保
険
者
の

み
な
さ
ま
へ

　

大
会
冒
頭
の
基
調
演
説
で
、
健
康
保

険
組
合
連
合
会
（
健
康
保
険
組
合
の
上

部
団
体
。
以
下
、
健
保
連
）
の
大
塚
陸

毅
会
長
は
「
平
成
20
年
度
以
降
の
拠
出

金
は
総
額
で
約
20
兆
７
、０
０
０
億
円

に
も
及
び
、
さ
ら
な

る
負
担
増
は
世
界
に

冠
た
る
国
民
皆
保
険
制
度
の
存
続
さ
え

危
ぶ
ま
れ
る
状
況
で
あ
る
」
と
指
摘
。

国
民
の
安
心
確
保
の
た
め
に
皆
保
険
制

度
を
守
り
、
次
の
世
代
へ
と
つ
な
げ
る

た
め
に
、
以
下
の
項
目
の
実
現
を
組
織

の
総
意
と
し
て
決
議
し
ま
し
た
。

　

団
塊
の
世
代
が
前
期
高
齢
者（
65
〜
74
歳
）へ
移
行
し
た
こ
と
に
伴
い
、

現
役
世
代
か
ら
の
拠
出
金
負
担
は
急
増
し
て
い
る
。
現
役
世
代
の
過
重
な

負
担
の
解
消
に
向
け
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
ま
で
の
間
も
、
適
切
な
公
費

投
入
に
よ
る
財
政
支
援
、
現
行
制
度
の
改
正
等
に
よ
っ
て
、
現
役
世
代
の

負
担
の
軽
減
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

　

国
民
医
療
費
全
体
の
６
割
を
占
め
る
高
齢
者
医
療
費
を
、
国
民
全
体
で

ど
の
よ
う
に
負
担
し
て
い
く
か
が
、
皆
保
険
制
度
を
維
持
す
る
た
め
の
最

優
先
課
題
で
あ
る
。
現
役
世
代
と
高
齢
者
の
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る

た
め
、
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
公
費
の
拡
充
に
加
え
て
前
期
高
齢
者
に
か

か
る
財
政
調
整
に
お
け
る
不
合
理
な
負
担
方
式
の
是
正
等
、
現
行
の
負
担

構
造
を
見
直
す
と
と
も
に
、
実
効
性
の
あ
る
医
療
費
適
正
化
対
策
を
さ
ら

に
推
進
し
て
、
持
続
可
能
な
制
度
の
構
築
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

　

去
る
11
月
26
日
、
平
成
26
年
度
健
康
保
険
組
合
全
国
大
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
会
場
と
な
っ
た
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
全
国
か
ら
約

４
、０
０
０
人
が
参
加
。
増
え
続
け
る
医
療
費
に
対
し
、
国
を
挙
げ
て

の
実
効
性
あ
る
医
療
費
適
正
化
対
策
の
推
進
を
強
く
訴
え
ま
し
た
。

JR有楽町駅周辺等では
ビラ配りも行われました

大会当日、雨の中を周回する街宣車。
「不合理な制度にドーン！」

高
齢
者
医
療
費
の
負
担
構
造
改
革
と 

持
続
可
能
な
制
度
の
構
築

前
期
高
齢
者
医
療
へ
の
公
費
投
入
の
実
現

皆
保
険
を
次
世
代
へ
つ
な
ぐ

平
成
26
年
度
　
健
康
保
険
組
合
全
国
大
会
開
催

改
革
実
現
総
決
起
大
会
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平
成
25
年
６
月
に
国
民
年
金
法
が

一
部
改
正
さ
れ
、
第
３
号
被
保
険
者
の

記
録
不
整
合
問
題
※
に
対
応
す
る
た
め

の
法
律
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法

律
に
基
づ
き
、
平
成
26
年
12
月
か
ら
、

第
３
号
被
保
険
者
が
下
の
❶
ま
た
は
❷

に
該
当
し
た
場
合
、
被
扶
養
配
偶
者
で

な
く
な
っ
た
こ
と
を
、
新
た
に
事
業
主

（
会
社
）を
経
由
し
て
届
け
出
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

当
健
保
組
合
に
加
入
し
て
い
る
事
業

主
の
み
な
さ
ま
に
は
、「
被
扶
養
配
偶

者
非
該
当
届
」を
と
り
ま
と
め
の
う
え
、

当
健
保
組
合
を
経
由
し
て
日
本
年
金
機

構
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の

で
、
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

※ 

第
３
号
被
保
険
者
の
記
録
不
整
合
問
題
…
被
扶
養
配
偶
者（
第

３
号
被
保
険
者
）が
、
実
態
と
し
て
は
第
１
号
被
保
険
者
に
な
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
な
届
出
を
行
わ
な
か
っ
た
た
め
に
、

年
金
記
録
上
は
第
３
号
被
保
険
者
の
ま
ま
と
な
る
不
整
合
が
生

じ
る
こ
と
。
将
来
、
無
年
金
や
低
年
金
に
つ
な
が
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

「
被
扶
養
配
偶
者
非
該
当
届
」の
提
出
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
！

　国の年金には、20歳以上の全国民が必ず
加入する「国民年金」と、民間サラリーマンが
加入する「厚生年金」、公務員等が加入する「共
済組合（共済年金）」があります。当健保組合
の被保険者のみなさまは、「国民年金」と「厚
生年金」の2つに加入しています。
　国民年金の場合、国民すべてが加入してい
ますので全員が被保険者となり、次のように
区分しています。

　届出が必要となるケースの「第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合（上記ケース❶）」は、
図に示したとおり、新たな届出とともに第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更が必要となります。

※種別変更の手続きを行わないと、当期間が「不整合期間」となります。

自営業・自由業・農林漁業とその配偶者および学生

厚生年金または共済組合に加入している人

第2号被保険者の被扶養配偶者。被扶養配偶者とは、
健康保険の被扶養者に該当する配偶者のことです。

第1号被保険者

第2号被保険者

収入が基準額以上

従　業　員

被扶養配偶者 第3号被保険者

第2号被保険者
第3号被保険者

20歳以上の全国民が
年金制度に加入しています

平成26年12月から新たに届出の対象となる事例

H24.4.1入社

H27.4.1収入増

❶ 第3号被保険者の収入が基準額以
上に増加し、扶養から外れた場合
❷ 配偶者（第2号被保険者）と離婚し
た場合

＊ 第2号被保険者が退職等により
第1号被保険者となる場合は、そ
の事実を日本年金機構において
確認できるため、届出は不要です

届出が
必要となるケース

が必要｝●新たな届出
●第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更
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●

被
保
険
者
と
同
居
の
場
合

被
扶
養
者
の
年
収
が
１
３
０
万
円（
60
歳
以
上
の
人
ま
た
は
障
害
者
は
１
８
０
万
円
）未
満
で
あ
っ
て
、
か

つ
被
保
険
者
の
年
間
収
入
の
２
分
の
１
未
満
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
被
保
険
者
の
収
入
で
主
と
し
て
生
計

維
持
を
し
て
い
る
こ
と
。

●

被
保
険
者
と
別
居
の
場
合

被
扶
養
者
の
年
収
が
１
３
０
万
円（
60
歳
以
上
の
人
ま
た
は
障
害
者
は
１
８
０
万
円
）未
満
で
あ
っ
て
、
か

つ
被
保
険
者
か
ら
の
援
助
額（
仕
送
り
額
）よ
り
少
な
い
こ
と
。

●

夫
婦
双
方
に
収
入
が
あ
る
被
扶
養
者
の
認
定
に
つ
い
て

夫
婦
共
働
き
な
ど
で
夫
婦
双
方
に
収
入
が
あ
る
場
合
の
被
扶
養
者
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
被
扶
養
者
の
人

数
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
間
収
入
の
多
い
方
の
被
扶
養
者
と
な
り
ま
す
。

　

被
扶
養
者
を
新
た
に
届
出
さ
れ
る
場
合
は
、
被
扶
養
者

（
異
動
）
届
に
収
入
に
関
す
る
証
明
書
を
添
付
し
て
い
た

だ
き
扶
養
の
認
定
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
一

部
証
明
書
を
省
略
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
被
扶
養
者
の
収

入
額
が
正
確
に
確
認
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
被

扶
養
者
の
適
正
な
認
定
を
行
う
た
め
、
平
成
26
年
12
月
１

日
か
ら
は
18
歳
以
上
の
方
は
す
べ
て
収
入
に
関
す
る
証
明
書

（
学
生
は
在
学
証
明
書
等
）
を
添
付
し
て
い
た
だ
き
認
定
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
被
扶
養
者
数
は
医
療
費
や
高
齢
者
医

療
制
度
へ
の
拠
出
金
に
影
響
い
た
し
ま
す
の
で
、
被
保
険

者
の
方
に
は
大
変
お
手
数
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

被
扶
養
者（
異
動
）届
の

　
　
添
付
書
類
が
変
わ
り
ま
し
た

被
扶
養
者
の
認
定
基
準

平成26年12月1日から変更となった点

お問い合わせ先：業務課　TEL.03-6447-2513

１
配
偶
者
の
方
を
被
扶
養
者
と
し
て
届
出
さ
れ

る
場
合
は
、
配
偶
者
の
収
入
額
が
確
認
で
き

る
も
の（
非
課
税
証
明
書
、
所
得
証
明
書
、
給

与
支
払
証
明
書
、
確
定
申
告
書
な
ど
）
の
添

付
が
必
要
で
す
。

２
夫
婦
双
方
で
収
入
が
あ
り
共
働
き
な
ど
で

配
偶
者
が
被
扶
養
者
と
な
っ
て
い
な
い
場
合

は
、
配
偶
者
の
収
入
額
が
確
認
で
き
る
も
の

お
よ
び
世
帯
全
員
の
住
民
票
（
続
柄
が
省
略

さ
れ
て
い
な
い
も
の
）の
添
付
が
必
要
で
す
。

３
被
扶
養
者
の
方
が
被
保
険
者
の
方
と
別
居

し
て
い
る
場
合
は
、
生
計
援
助
額
の
確
認
で

き
る
書
類（
送
金
証
明
書
な
ど
）の
添
付
が
必

要
で
す
。

４
被
扶
養
者
の
年
齢
が
18
歳
以
上
の
方
（
学
生

は
除
く
）
は
生
計
維
持
の
詳
細
を
確
認
す
る

た
め
、「
被
保
険
者
お
よ
び
被
扶
養
者
の
現
況

書
」の
添
付
が
必
要
で
す
。

５
任
意
継
続
被
保
険
者
と
な
っ
た
と
き
、
ま
た

は
被
保
険
者
の
再
雇
用
で
再
び
被
保
険
者

と
な
っ
た
と
き
も
扶
養
家
族
の
い
る
方
は
被

扶
養
者（
異
動
）届
お
よ
び
添
付
証
明
書
が
必

要
で
す
。

添付書類の一覧については当健保組合ホームページ（http://www.toubugomukenpo.or.jp）から
ご覧いただけますので、ご確認ください。
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●

受
診
対
象
者

　

被
扶
養
者
で
あ
る
35
歳
以
上
の
女
性

●

実
施
期
間

　

平
成
27
年
４
月
１
日
〜
７
月
31
日

●

健
診
会
場

　

 

全
国
６
９
０
ヵ
所 

（
会
場
一
覧
は
各
事
業
所
へ
配
布
済
み
で
す
）

●

受
診
者
負
担
額（
消
費
税
込
）

　

 

○
子
宮
細
胞
診
を
希
望
し
な
い
場
合　

３
、２
４
０
円

　

 

○ 

子
宮
細
胞
診
を
自
己
採
取
法
ま
た
は
医
師
採
取

法
で
実
施
し
た
場
合　

３
、７
８
０
円

●

申
込
期
限

　

 

平
成
27
年
１
月
19
日（
月
）必
着
と
し
、
事
業
所
経
由

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

春
季
婦
人
生
活
習
慣
病
予
防
健
診
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
各
事
業
所
に
実
施
案

内
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
送
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

１ 問診

２ 身体計測
【身長・体重・腹囲・BMI指数・標準体重】

３ 視力検査

４ 血圧測定

５ 尿検査【糖・蛋白・潜血反応】

６ 胸部X線【間接撮影】

７ 心電図【12誘導】

８

生化学検査
肝機能検査
【GOT（AST）・GPT（ALT）・γ-GTP・ALP】
血液脂質検査
【HDL／ LDLコレステロール・中性脂肪】
代謝系検査
【空腹時血糖またはHbA1c（NGSP値）・尿酸】
腎機能検査【クレアチニン】

９
血液検査
【血球容積値・血色素量・赤血球数・白血球数・
血小板数】

10 胃部X線【間接撮影】
11 便潜血検査【免疫2回法】
12 乳房診【超音波診断法】

13 子宮頸部細胞診【自己採取法または医師採取法】

春季婦人生活習慣病予防健診実施のお知らせ

検査項目 奥
さ
ま
、
年
に
一
度
の

健
診
受
診
で
健
康
チ
ェッ
ク
を
！

医療費控除で賢く節税!

医療費控除の計算式

国税庁のホームページから
申告書をダウンロードできます
http://www.nta.go.jp

支払った
医療費 － － ＝保険金などで

補てんされる額 10万円 医療費控除額

平
成
27
年
度
も
、
巡
回
方
式
に
よ
る「
春
季
婦
人
生
活
習
慣
病
予
防
健
診
」を
実
施
い
た
し
ま
す
。

出産や歯科の保険外診療などで医療費が多くかかった人は、医療費控除を活用しましょう。
納めすぎた税金が払い戻されます。

　忙しくて税務署に行けない人や、パソコンでの作業に
なれている人は、国税庁のホームページを利用してみま
しょう。申告書のダウンロードができるだけでなく、入
力指示に従って申告書をパソコン上で作成することが
できます。事前の登録など準備が必要ですが、インター
ネットを利用したe-Taxで申告することもできます。

家族分も含め、1月1日～12月
31日に支払った医療費の年間
合計額

健康保険からの高額療養費・出
産育児一時金、生命保険からの
入院給付金など

所得総額の5％のほうが少ない
場合はその差額

控除額は最高200万円まで。払
い戻される税金額は控除額と年
間所得に応じた税率により決定
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整
骨
院
や
接
骨
院
で
、
柔
道
整
復
師
の
施
術
を

受
け
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
看
板
に
は
「
各
種

保
険
取
扱
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
ん

な
施
術
に
も
健
康
保
険
が
使
え
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
健
康
保
険
が
使
え
る
ケ
ー
ス
、
使
え
な

い
ケ
ー
ス
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　「はり・きゅう・マッサージ」などの施術を受け
る場合も、健康保険が使えるケースと使えない
ケースがあります。いずれも、あらかじめ医師の
発行した同意書または診断書が必要です。
　医療機関ですでに同じ負傷の治療を受けてい
る場合は、健康保険を使うことはできません。単
なる疲労回復や、美容目的の場合も、全額自己負
担となります。

　柔道整復師に「健康保険が使えます」とい
われて施術を受けたとしても、健康保険の

適用範囲内でなければ、後日、治療費の全額または
一部を自己負担（返還）していただくことがあります。
　医療費は、事業主とみなさんに納めていただいた保
険料でまかなわれています。不適正な医療費支出は健
保財政の悪化を招き、保険料の負担増加につながり
かねません。整骨院・接骨院にかかるときは、上記の
ルールを守りましょう。

柔
道
整
復
師
の
施
術
は

正
し
く
受
け
よ
う

◎慢性的な肩こり・腰痛
◎神経痛やリウマチなどからくる痛み・こり
◎あんま・マッサージ代わりの利用
◎スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
◎症状の改善がみられない長期にわたる施術
◎応急処置後、医師の同意のない骨折、ひび、脱臼
◎過去の負傷等による後遺症
◎異なる患部への〝ついでマッサージ〞

　後日、健保組合から施術内容を確認させていただくこと
があります。施術内容はメモに残すなどして控えておくこ
とをおすすめします。
　照会があった場合にはご協力ください。みなさんから納
めていただいている健康保険料を適正に使うためです。よ
ろしくお願いします。

全額自己負担になります

整骨院・接骨院で保険証を使った方へ

◎外傷性の打撲、ねんざ、肉離れ
◎骨折、ひび、脱臼の応急処置
　（応急処置でない場合は医師の同意が必要です）
＊通勤中や勤務中のけがは、労災保険の取り扱いとなります。

使えるケース

「はり・きゅう・マッサージ」は？

使えないケース

●はり・きゅう
神経痛、リウマチ、頸

けい

腕
わん

症候群、五十肩、腰痛症
および頸

けい

椎
つい

捻
ねん

挫
ざ

後遺症などの慢性的な疼
とう

痛
つう

。
●あんま・マッサージ・指圧
筋まひや関節拘縮等であって、医療上マッサー
ジを必要とする場合。

＜健康保険が使えるケース＞

ご注意

くださ
い!

6



健保だより182号　発行日・2015年1月5日　発行所・東部ゴム健康保険組合
〒107-0051　東京都港区元赤坂1-5-26　東部ビル4階　TEL 03-6447-2512（総務課）・2513（業務課）

I  nformation
協会けんぽに加入のゴム製品関連企業をご紹介ください
ぜひ、 東部ゴム健保へのご加入を!

当選者発表／第122回けんぽクイズ
（クロスワードパズル）

公告 平成27年度任意継続被保険者の
標準報酬月額および日額

保養所「箱根荘」予約受付
開始日が変更に

健康管理事業推進委員会が
開催されました

（平成27年4月1日より）

標準報酬月額 340,000円
標準報酬日額 11,330円

　当健保組合では、事業所の加入を積極的に促進しております。皆様の関連あるいは取引先の事業所で、当健保組合に
未加入の事業所がございましたら、ぜひご紹介くださいますようお願いいたします。
　なお加入要件は、全国健康保険協会（協会けんぽ）に加入している事業所で、ゴム製品を主体とする事業（製造・販売）およびゴ
ム原材料の販売を主体とする事業です。また、当健保組合の加入事業所の関
連会社、子会社、企業グループ会社であれば上記以外の業種でも結構です。

　「箱根荘」の予約受付開始日に関しまして、東部ゴム
健保組合員（被保険者・被扶養者）の方につきましては、
ご利用希望日の6カ月前の同日から予約を受付してお
りましたが、平成26年12月1日受付分よりご利用希望日
の3カ月前の同日からに変更させていただいております。
　なお、一般の方のご利用については従来から変更あり
ません。

　当健保組合の中心的事業である健康管理事業を、効
果的かつ効率的に実施していくことを目的に設置された
「健康管理事業推進委員会」が、平成26年10月24日（金）
に開催されました。
　当健保組合の保健事業の内容について報告があり、
出席した委員からも要望事項が提案され、意見交換を行
いました。

【答え：マツタケ】※敬称略・順不同
原澤清（埼光ゴム(株)）、須田剛夫（(株)TOZEN）、田口昌
子（ミナトゴム(株)）、森三重子（日清化工(株)）、髙橋夏子
（(一財)化学物質評価研究機構）、長沢三枝（(株)ブンカゴ
ム）、金子春美（小里機材(株)）、勝俣哲也（(株)江北ゴム製
作所）、斎藤公男（櫻護謨(株)）、吉田広子(ときわ工業(株))

箱根荘　平成27年度（4～9月）休館日日帰り人間ドック
特別料金のお知らせ

医療費通知を装った
ウイルスメールにご注意ください

　ご利用の際は、休館日等をお問い合わせのうえで日程
等をご検討ください。　日本医科大学関連の下記3施設において、対象期間

限定で日帰り人間ドックを特別料金にて受診できます。ぜ
ひともご活用ください。

※健診は年度内1種類、1回の受診となります。

　健保組合などからの医療費通知メールを偽装し、ウイ
ルスファイルが添付されたメールが複数の企業宛に送付
されたとの報道がありました。
　当健保組合が医療費通知を電子メールでお送りする
ことはございません。当該メールが送られてきた場合に
は、メールを開かず削除してください。

４　
月

７日(火)、８日(水)、
９日(木)、21日(火)、
22日(水)

５　
月

12日(火)、13日(水)、
14日(木)、26日(火)、
27日(水)

６　
月

９日(火)、10日(水)、
11日(木)、23日(火)、
24日(水)、25日(木)

７　
月

７日(火)、８日(水)、
９日(木)、21日(火)、
22日(水)

８　
月 18日(火)、 19日(水)

９　
月

１日(火)、２日(水)、
３日(木)、15日(火)、
16日(水)、 17日(木)

 お問い合わせ先  03-6447-2513

葛飾健診センター
東京都葛飾区立石2-36-9　TEL 03-3693-7676
健診プラザ日本橋
東京都中央区日本橋本町4-15-9　曽田ビル4階　
TEL 03-3693-7240
健診プラザ両国（新規契約）
東京都墨田区両国4-25-12　TEL 03-3846-3731
 対象期間 　 12月～3月、8月 

（この期間に限ります）
 特別料金 　 40歳以上被保険者負担金 

通常10,800円　➡　5,400円 
40歳以上被扶養者負担金 
通常16,200円　➡　10,800円

期間限定


